
プラスチックだけでできた商品（または、ほとんどが
プラスチックで一部が紙・布の商品）が不要になった
ものをいいます。（原則として、塩化ビニルは除きます。）

リサイクルプラザペガサスで選別後、セメント原燃料としてリサイクルします。

○ その他プラスチックに分類されるもの
プラスチックだけでできた商品 ほとんどがプラスチックで一部が布の商品

「燃やせないごみ」へ

お問い合わせの多い「家庭菜園で使うもの」の分類例

バケツ、ポリタンク、タッパー(プラスチック製密閉容器)、
CD・ケース、スポンジ、レジャーシートなど

◎家庭菜園等で利用する多くのものがプラスチック製ですが、土や薬剤が付着しているため、
　そのままではリサイクルすることができません。

洗濯バサミ ボールペン

液肥 苗ポット用
トレイ

プラスチック製
プランター

土袋、肥料袋 マルチフィルム 除草剤、殺虫剤苗ポット

フロッピーディスク

クッション、まくら、ぬいぐるみなど

◎キャップやふたははずしたまま出してください。
◎外から手で触ってみて中の素材が
　「スポンジ・ビーズ・パイプ」であれば「その他プラスチック」へ
　「綿や羽毛など」であれば「燃やせるごみ」へ
◎中身を出すと収集が困難になりますので、そのまま出して
　ください。

※ほとんどがプラスチックでできた商品も
    金属が少しでもついていたら「燃やせないごみ」へ

※「その他プラスチック」へ ※「処理困難物」へ

土袋やマルチフィルムなどは付着している土や薬剤を
容易に水で洗い流すことができません。付着している土や
薬剤は、施設で処理する際、設備の故障の原因になるため、
「処理困難物」に出してください。

◎シート状のものは、1ｍ角程度に裁断してください。

× その他プラスチックとして扱えないもの

しっかり洗ってリサイクル 水で洗うのが困難「処理困難物」へ

※上に挙げたようなものを農業で使用し、廃棄する場合は、産業廃棄物に分類されます。
　産業廃棄物は市で収集することができません。
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※「容器包装プラスチック」へ

水でしっかり洗い、付着している土や薬剤を洗い流すこと
によって、液肥や苗ポットは「容器包装プラスチック」
苗ポット用トレイやプラスチック製のプランターなどは
「その他プラスチック」としてリサイクルできます。

指定ごみ袋

[45ℓ、30ℓ、15ℓ]

黄


